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第１部 消費者教育の背景と趣旨 

 

１ 計画策定の背景 
 

平成 24 年に「消費者教育推進法」が施行され、消費者が消費行動を通じて、公

正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する「消費者市民社会(*１)」が定義付

けられました。また、同法に基づき定められた「消費者教育の推進に関する基本的

な方針」（以下「基本方針」という。）では、「被害にあわない消費者、合理的決定が

できる自立した消費者にとどまらず、社会の一員として、よりよい市場とよりよい

社会の発展のために積極的に関与する消費者を育成する教育」が求められています。 

東京都においても平成 25 年に「東京都消費者基本計画」の一部として「東京都

消費者教育推進計画」が策定され、自ら考え行動する消費者の育成に向けた取り組

みが進められています。 

 

２ 計画策定の趣旨 
 

消費者が安心して、安全で豊かな消費生活を営むことのできる社会を実現するた

めに、消費者被害等の速やかな情報提供や被害救済等の適切な対応が重要であるこ

とはいうまでもありません。しかし、変化の激しい現代社会においては、単に被害

事例について学ぶだけではなく、消費者自身が、事前に被害を認識し、危険を回避

したり、被害にあった場合に適切に対処したりすることができる能力が重要であり、

「自ら考え自ら行動する」自立した消費者の育成が、今まで以上に求められていま

す。また、現代社会では、自らの消費活動が、社会や環境に影響を及ぼすことを自

覚し、誰もが公正かつ持続可能な社会の実現に向けた行動ができるよう支援が求め

られてきています。  

「消費者市民社会」の形成に向け、自ら考え行動できる自立した消費者を育むこ

とを目指し、「八王子市消費者教育推進計画」を策定します。  
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３ 計画の位置づけ 

 

「八王子市消費者教育推進計画」は、消費者教育推進法に基づき、消費者教育(*2)

の推進に関する施策・事業を具体的に推進するとともに、第２期消費生活基本計画

の重要課題である「消費者教育の推進」に関する施策・事業を具体的に推進してい

くための実施計画と位置づけます。 

 

   【計画の関連図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追補  計画期間の延長と追加する施策  

   八王子市消費者教育推進計画の計画期間が令和３年度で終了することから、次期計

画の策定を検討したところ、新型コロナウイルス感染症拡大による社会情勢を見極め、

国・東京都の計画策定状況や消費者教育の方針などを次期計画に取り入れる必要があ

ると判断しました。  

八王子市消費者教育推進計画は、第２期八王子市消費生活基本計画の実施計画に位

置付けられています。消費者教育推進計画を第２期八王子市消費生活基本計画と併せ、

令和５年度までの２年間延長します。  

 第２期八王子市消費生活基本計画の計画期間延長に伴い、その間に従来の事業の充

実を図りながら、八王子市消費者教育推進計画に追加する施策として、以下の３つの

視点についての事業を追加します。  

（１）成年年齢引下げに関する教育・啓発  

（２）ＳＤＧｓ（*４）の普及・啓発  

（３）教育教材のデジタル化  

 
 

八王子市消費者教育推進計画  

【関連する市の個別計画】 
・生涯学習プラン 
・食育推進計画 
・環境基本計画 
・教育振興基本計画  など 

【国・東京都の計画】 
・（国）消費者基本計画 
・（国）消費者教育の推進 

に関する基本的な方針 
・東京都消費生活基本計画 
・東京都消費者教育推進計
画 

消費者教育の推進に関する法律 

整合 

連携 

消費者安全法 

消費者基本法 

八王子市消費生活条例 

八王子ビジョン２０２２ 
（基本構想・基本計画） 

第２期八王子市消費生活基本計画 

実施計画 
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４ 消費者教育が育むべき力 

 

消費者教育の取り組むべき範囲は広く、消費生活のあらゆる領域に関連している

といえます。国の「基本方針」では「消費者教育が育むべき力」として対象領域（学

習のテーマ）を４つに分類し、それぞれの領域で育むべき力（目標）を示していま

す。 

 

 

領域・テーマ 育むべき力  

①消費者市民社会の

構築に関する領域  

・ 自らの消費が環境、経済、社会及び文化等の幅広い分野において、

他者に影響を及ぼし得るものであることを理解し、適切な商品やサー

ビスを選択できる力  

・ 公正かつ持続可能な社会の必要性に気づき、その実現に向けて多く

の人々と協力して取り組むことができる力  

・ 消費者が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重

しつつ、主体的に社会参画することの重要性を理解し、他者と協働し

て消費生活に関連する諸課題の解決のために行動できる力  

②商品等やサービス

の安全に関する領

域  

・ 商品等やサービスの情報収集に努め、内在する危険を予見し、安全

性に関する表示等を確認し、危険を回避できる力  

・ 商品等やサービスによる事故・危害が生じた際に、事業者に対して補

償や改善、再発防止を求めて適切な行動をとることができる力  

③生活の管理と契約

に関する領域  

・ 適切な情報収集と選択による、将来を見通した意思決定に基づき、

自らの生活の管理と健全な家計運営をすることができる力  

・ 契約締結による権利や義務を明確に理解でき、違法・不公正な取引

や勧誘に気づき、トラブルの回避や事業者等に対して補償、改善、再

発防止を求めて適切な行動をとることができる力  

④情報とメディアに関

する領域  

・ 高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し、情報

の収集・発信により消費生活の向上に役立てることができる力  

・ 情報、メディアを批判的に吟味して適切な行動をとるとともに、個人情

報管理や知的財産保護等、様々な情報を読み解く力を身に付け、活

用できる力  

 

 

また、「消費者教育は幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われなけ

ればならない」とし、消費者及び消費者教育の推進に従事する者が取り組むべき消

費者教育の意義や目標を理解できるよう、学習テーマとライフステージ別に整理し

た「消費者教育の体系イメージマップ  」（資料編参照、消費者庁 消費者教育推進の

ための体系プログラム研究会  平成 25 年）が提示されています。  
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５ アンケート調査結果のまとめと考察 

 
消費者教育の実施状況や消費生活問題のニーズ等について伺い、「第２期消費生活

基本計画」及び「八王子市消費者教育推進計画」検討の際の基礎資料とするために、

事前に調査を実施しました。  

 

＜調査概要＞ 

調査名 調査対象 

学校調査 

【調査対象】市内の小学校、中学校、高等学校 

【調査方法】アンケート票を学校へ配付、自記式 

【回収結果】135／147 校（91.8％） 

大学生調査 

【調査対象】市内の大学に通う大学生 

【調査方法】アンケート票を大学構内にて配布・回収 自記式 

【回収結果】417/574 人（72.6％） 

※小中、中高一貫校は一校とせず、該当する小学校、中学校、高等学校それぞれを対象として実施して

います。 

 

（１）学校調査 結果概要 

 

＜調査結果＞ 
【消費者教育実施状況】 

○ 小学校高学年以降、中学・高校の各学年において、年に数回、家庭科の中で行なっ

ている学校が多くなっています。一方で、小学校の低学年、中学年での取り組みや、

教科・領域以外での取り組みはあまり実施されていません。  

○ 外部講座の活用は少ないですが、実施された講座については良好な感想が多くなっ

ています。 

○ 外部講座未利用の理由には、「情報不足」や「時間のなさ」を理由とするものが多く、

「必要がない」という理由は極少数です。また、外部講座を利用した感想は肯定的

なものが多数を占めています。  

○ 消費者教育を推進するためには「実践事例の紹介」や「児童・生徒向け教材の配布・

作成」を求める声が多くなっています。  

 

【教材やテーマについて】 

○ 希望する教材やテーマは、「ＤＶＤ等映像の教材」による「携帯電話・スマートフォ

ン・インターネットに関するトラブルについての教材」への要望が特に多くなって

います。 

 

【施策要望】 

○ 市への要望として、「消費者教育・啓発の充実」は最も多くあげられており、消費者
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教育推進の必要性は共通認識となっています。  

 

＜調査結果の考察＞ 

  小学校では、高学年での取り組みが中心となっており、各学年の発達段階に応じた

体系的な取り組みが必要です。また、「教材不足」の課題を解決するために、学年や

テーマにあったものを選びやすいよう、国や東京都、各団体が作成している教材の情

報提供や、教育委員会、教員と連携し、学校現場のニーズに応じた教材開発も必要で

す。 

  専門的な知識や事例を紹介できる外部講座は有効ですが、まだ十分に利用はされて

いません。利用した学校の感想は好評で、課題の上位に「指導者や講師となる人材の

情報がえられない」があることからも、教育委員会と連携し、外部講座のプログラム

や申込み方法等、教員の目につきやすい場や方法での周知が必要です。  

  市への要望としては「消費者教育・啓発の充実」が最も多く、消費者教育推進の必

要性は共通認識されています。  

 

 

（２）大学生調査 結果概要 

 

＜調査結果＞ 
【消費生活問題への関心】 

○ 関心のある消費生活問題は、「食品の安全性」と「インターネット・スマートフォン

（携帯電話を含む）等通信に関するトラブルについて」が多く、実際、この１年間

のインターネットを使った商品、サービス、デジタルコンテンツ等の購入経験のあ

る人は８割に上ります。 

○ この１年間に何らかの消費生活トラブルにあった人は１割強、その原因形態は「通

信販売（カタログ、テレビ、インターネット等で購入した）」が多くなっています。

一方で、消費生活トラブルにあった後にも「大した被害ではない」、「相談するのが

面倒」といった理由や「自分にも責任がある」との理由から「何もしなかった」人

が多くなっています。 

 

【消費生活センターの認知状況】 

○ 東京都消費生活センター（東京都消費生活総合センター）や八王子市消費生活セン

ターの認知は２割程度です。また、消費生活センター等を知ったきっかけは「学校

で教わった」が最も多くなっています。  

 

【受けたことのある消費者教育】 

○ これまでに消費者教育（啓発を含む）を受けたことがある人は４割程度、消費者教

育を受けた機会は、「小中学校、高等学校の授業」や「課外授業・特別授業・見学な

ど」が多くを占めています。  
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○ 「消費者自身が知識を身に付けて、トラブルにあわないように注意する」ことが、

消費生活トラブルにあわないために必要であるという認識を多くの人が持っていま

す。 

 

 

【施策要望】 

○ 市への要望として、「悪質事業者の取締の強化」、「消費者教育・啓発の充実」、「消費

者被害に関する迅速な情報提供の充実」の３項目が多くなっています。 

 

＜調査結果の考察＞ 

インターネットやスマートフォンを利用した購入が日常的なものとなったことで、

それに伴うリスクや、被害にあった際に相談する場（消費生活センター）の啓発・周

知が必要です。  

消費者トラブルにあわないために必要であることは「消費者自身が知識を身に付け

て、トラブルにあわないように注意する」が最も多く、また、トラブルにあった場合

も「自分にも責任があると思ったから」という理由で何もしなかった学生が多いこと

からも、消費生活に自らの責任を意識していることが見られます。  

市への要望も「消費者教育・啓発の充実」が上位であり、「自分で考え、自ら行動す

る」自立した消費者になるための消費者教育が必要です。 



第２部 計画の事業展開 

7 

 

第２部 計画の事業展開 

 第１章 計画の事業展開の方向性 

消費者市民社会の実現に向けて、本市の消費者教育推進の基本的な方向性を次の

とおり定めます。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
効果的な啓発・情報提供 
消費生活を送る上で必要となる情報が、それを必要としている消費者

の手元に届くよう、より的確に対象を絞った情報提供方法を工夫する

など、多様な形態での情報提供を進めます。また、消費者市民社会の

啓発など、消費者教育の必要性・重要性についても情報発信していき

ます。  

２ 
ライフステージや様々な特性 

に応じた体系的な消費者教育 

生涯学習の観点に立ち、幼児期から高齢期までの各段階や、学校、地

域、家庭、職域といった様々な場の特性に応じた、体系的な消費者教

育を、関係団体等との役割分担・連携のもと推進します。発達段階ご

とに求められる学習目標に応じて内容や方法を工夫していきます。  

３ 
公正かつ持続可能な社会 

に向けた取り組み 
消費者が、自らの消費生活に関する行動が、現在及び将来の世代にわ

たって、社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼす可能性があること

を自覚し、公正かつ持続可能な社会の実現に向けた行動ができるよう、

特に関心の高い食の安全や安心等の身近なテーマを入り口に、啓発や

イベントを通じて支援していきます。  

４ 
消費者教育の担い手の育成・活用 
ライフステージや場に応じた消費者教育を行うため、消費者教育と関

連のある多様な分野で担い手となる人材の発掘・育成や活用を図りま

す。また、ライフステージごとに利用しやすいパンフレットやＤＶＤ

等の教材の充実とその活用を図ります。  
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 第２章 事業の内容 

 

 

       効果的な啓発・情報提供 
 

 

（１）多様な形態での情報提供 

市広報・ホームページ、テレメディア、消費生活ニュース、くらしのレポート、

などの多様な情報媒体を活用し、消費者及び事業者に分かりやすく、適切な情報を

伝えます。また、若者を中心に普及しているＳＮＳの活用や街頭での啓発など、対

象や内容に応じた効果的で迅速な情報提供に取り組みます。  

事業例  所管課  

・市広報・ホームページなどによる情報提供  

・消費生活ニュース・くらしのレポートなどによる情報提供  

・ＳＮＳによる情報提供  

消費生活センター 

 

 

（２）専門的な講座の実施 

（独）国民生活センター、東京都金融広報委員会や事業者団体など専門的な知識

をもった関係機関と連携して講座を実施します。  

 

 

（３）出前講座の実施 

町会・自治会、地域包括支援センターなどと連携して、職員が講師として市民の

元へ出向く出前講座を実施します。  

 

 

 

 

事業例  所管課  

・国民生活センターや東京都などによる専門的な講座の開催  消費生活センター 

事業例  所管課  

・出前講座の実施  消費生活センター 

１ 
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（４）各種イベントでの啓発 

市民と協力して、消費生活フェスティバル、環境フェスティバル、生涯学習フェ

スティバル、パネル展などの様々なイベントの機会を利用して消費者に啓発活動

を実施します。  

事業例  所管課  

・消費生活フェスティバル、パネル展の開催  

・環境フェスティバル、生涯学習フェスティバルでの啓発活動  
消費生活センター 

 

 

（５）民間施設への啓発冊子の配備 

消費者にわかりやすい啓発冊子を作成し、市民に配布します。情報が得にくい高

齢者が消費者被害などの情報を把握しやすいように公の施設だけでなく、民間の

施設への啓発冊子の配備などを推進します。  

事業例  所管課  

・わかりやすい啓発冊子の配布  

・民間施設への啓発冊子の配備  
消費生活センター 

 

 

（６）地域活動団体等への学習支援 

地域で活動する団体や児童館などの地域活動拠点に向け、消費者教育に関する

学習活動の支援を行います。また、市民のニーズにあった消費生活講座や出前講座

を実施し、消費生活に関する意識を高める学習機会を提供します。  

事業例  所管課  

・消費者教育に関連した講座の開設・実施  

・出前講座の実施  

・児童館などと連携した学習機会の提供  

消費生活センター 

生涯学習政策課  

青少年若者課  
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       ライフステージや様々な特性 
に応じた体系的な消費者教育 

 

（１）幼児（保護者等を含む） 

幼稚園・保育所における日々の教育・保育の実践における取り組みのほか、でき

るだけ早い時期から幼児とその保護者が、自らの安全を守る知識を身に付けられ

るよう、子育て中の保護者が集まるイベント等で消費者教育を行います。  

事業例  所管課  

・親子で参加できる学習会の開催  

・保護者会やＰＴＡ活動など関連団体への出前講座の実施  

・乳幼児健診等の子育て中の親が集まる場を活用した情報提供  

・乳幼児を対象とした事故防止ガイド(東京都）の活用  

消費生活センター 

保育幼稚園課  

 

（２）小学生・中学生・高校生 

小さい頃から消費に対する関心を高めていくために、学習指導要領などに基づ

き、社会科（生産から販売の消費生活の様子）、家庭科（物や金銭の使い方と買い

物）をはじめ、幅広い領域において消費者教育を実施します。また、学校外におけ

る学習機会の提供に努めます。  

事業例  所管課  

・学習指導要領に基づく消費者教育の実施  

・学校関係者が活用しやすい出前講座や教材の開発と情報提供  

・児童館などと連携した学習機会の提供  

・ＰＴＡ活動など関連団体への出前講座の実施  

消費生活センター 

教育指導課  

青少年若者課  

 

（３）若者（大学生・新社会人等） 

学生を中心とした若者に効果的に情報提供を行うために、大学コンソーシアム

八王子を通じた情報提供をはじめ、新入生ガイダンスでの周知・啓発、大学などに

おける出前講座・パネル展などを実施します。また、大学教職員向けの消費者教育

研修を開催するなど、学生を取り巻く関係者への意識啓発と情報提供も進めてい

きます。また、市内企業と連携して、新社会人への啓発活動を実施します。  

 

事業例  所管課  

・大学コンソーシアム八王子との連携  

・新入生ガイダンスでの周知・啓発と新入社員に対する周知・啓発  

・大学などにおける出前講座・パネル展の開催  

・大学職員向けの消費者教育の実施  

・ＳＮＳを活用した情報提供  

消費生活センター 

学園都市文化課  

産業政策課  

２ 
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（４）成人一般 

情報紙の発行やホームページ等を活用した情報発信、講座、講演会の開催などの

他、職場や事業団体などの研修への参加など、市内で働く従業員に対する消費者教

育や啓発活動を行います。また、本市の消費生活センターの更なるＰＲに努めると

ともに、すべてのライフステージを対象とした講座を生涯学習の一環として推進

します。  

事業例  所管課  

・情報紙の発行、出前講座の実施  

・社員研修等への講師派遣、出前講座の実施  

・啓発用ＤＶＤの作成、貸出  

・消費者教育に関連した講座の開設・実施  

消費生活センター 

産業政策課  

生涯学習政策課  

 

 

（５）高齢者 

シニアクラブへの出前講座など直接的な教育機会の提供にとどまらず、消費者

被害にあうリスクの高い高齢者に対して安心して消費生活を送ることができるよ

うに、民生委員児童委員協議会、地域包括支援センターなど、対象となる消費者に

日ごろ接している関係機関に向けた見守り講座を開催するなど、効果的に情報提

供ができるように取り組んでいきます。  

事業例  所管課  

・高齢者見守り講座の活用  

・高齢者が集まる機会を利用した情報提供、講座の実施  

・生活協同組合等と連携した消費者教育の実施  

消費生活センター 

福祉政策課  

高齢者福祉課  

 

 

（６）障害者 

障害者が安心して消費生活を送ることができるように社会福祉施設や福祉サー

ビス提供事業者など、地域の福祉関係機関に向けた見守り講座を開催するなど、効

果的に情報提供ができるように取り組んでいきます。  

事業例  所管課  

・障害者支援者への消費者教育  

・障害者支援施設等への情報提供、講座の実施  

・障害特性に配慮した情報提供の充実  

消費生活センター 

障害者福祉課  
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（７）外国人市民 

外国人市民を対象に消費者トラブル防止の啓発活動、多言語のホームページや

八王子国際協会等を通じた消費者トラブルに関する情報提供を行います。  

事業例  所管課  

・多言語ホームページでの情報提供  

・外国人向け出前講座の検討  

・八王子国際協会等を通じた情報提供  

消費生活センター 

多文化共生推進課  

 

 

追補  成年年齢引下げに関する教育・啓発 

（８）未成年者・保護者等  

18 歳到達前の未成年者や保護者等、また成年に達した若者に対して、「18 歳

成年」の権利・義務や成年年齢引下げについての情報を提供し、契約の知識、適

正な金銭感覚を身につけ、自ら主体的に選択・行動できる消費者市民を育みます。 

 

事業例  所管課  

・成年年齢引下げに関する教育・啓発の実施  

 

消費生活センター 
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       公正かつ持続可能な社会 
に向けた取り組み 

 

（１）食育と地産地消の推進  

第２期八王子市食育推進計画に基づき、幼児から高齢者まですべてのライフス

テージを対象に、教材作成を進めながら地域一体となった取り組みを進めます。ま

た、「地産地消」を推進するとともに、生産者と消費者の交流を図り、農業体験等

に取り組みます。  

 小中学校においては、食育リーダーを中心とした食育推進体制を組織し、食に関

する指導の全体計画や年間指導計画の作成、授業改善を支援するなど、各教科・給

食等を通して、食育を実践します。  

 

事業例  所管課  

・食育の推進  

・小･中学校での食育の実践  

・地産地消の推進  

・農業体験の実施  

・学校給食における食品ロス削減の取り組み  追補  

健康政策課  

教育指導課  

学校給食課  

農林課  

 

 

（２）食の安心と食品表示 

消費者が「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得できるよう、食育推進

運動とともに消費者教育を推進します。また、食品の表示を正しく理解し活用でき

る消費者の育成に努めます。  

事業例  所管課  

・「食品表示」に関する講座の開設  
消費生活センター 

生活衛生課  

 

 

（３）環境関連講座等の開催 

市民の環境への関心と理解を深め、環境に配慮した消費行動を推進するため、

環境フェスティバルをはじめとする環境関連の各種イベント、講座を実施します。 

事業例  所管課  

・環境フェスティバルの開催、関連講座・イベントの開催  環境政策課  

３ 
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（４）ごみ減量の啓発 

ごみの減量・資源化に向けた意識の高揚と行動を促進するため、ダンボールコン

ポスト講習会や各種啓発活動、イベントなどを実施します。清掃工場においては、

環境教育・学習や環境情報の発信などを総合的に行う拠点づくりを進めるため、環

境関連の各種イベント、講座を実施します。  

事業例  所管課  

・ごみ減量・リサイクル推進の啓発活動の実施  

・ダンボールコンポスト講習会の開催  

・清掃工場における各種イベント、講座の開催  

・食品ロス削減の啓発活動の実施   追補  

・学校給食の食品残さ再生堆肥の活用   追補  

ごみ減量対策課  

戸吹クリーンセンター 

北野清掃工場  

学校給食課   追補  

 

 

（5）倫理的（エシカル）消費の啓発 

障害者の作った製品やフェアトレード商品の購入など、人や社会・環境に配慮

した消費行動を推進するため、倫理的（エシカル）消費(*３)関連の各種イベント、

講座を実施します。  

学習指導要領などに基づき、社会科、家庭科をはじめ、幅広い領域において消費

者教育を実施します。  

事業例  所管課  

・倫理的（エシカル）消費関連講座・イベントの開催  

・小・中学校での環境学習の実施  

・学習指導要領に基づく消費者教育の実施  

・学校関係者が活用しやすい出前講座や教材の開発と情報提供  

消費生活センター 

教育指導課  

 

 

追補  ＳＤＧｓの普及・啓発 

（6）ＳＤＧｓの取り組みの発信 

SDGｓ（世界が合意した 17 の持続可能な開発目標）達成のために取り組まれ

ている事例を、広く市民や企業等に向けて発信することで、SDGｓへの関心を高

め、公正かつ持続可能な社会の実現に近づけます。  

事業例  所管課  

・消費者志向経営の事例の発信    

・市内事業者等へのＳＤＧｓの普及・啓発  

・市民の身近なＳＤＧｓの取り組みを紹介  

消費生活センター 

企業支援課  

産業政策課  
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       消費者教育の担い手の育成・活用 
 

 

（１）消費者教育の担い手の育成 

消費者が生涯を通じて学べるよう、消費関連団体をはじめ、学校や地域の人材、

消費者個人など、消費者教育の幅広い担い手を育成して行きます。  

事業例  所管課  

・東京都と連携した人材育成  

・教員向けの消費者教育研修の実施  

・関係機関の開催する研修への消費生活相談員の積極的な参加  

消費生活センター 

教育指導課  

 

 

（２）教育資材の作成・活用 

自主的な学習活動支援を行うため、消費関連教材の開発と、貸出などの活用を図

ります。  

事業例  所管課  

・関連図書、ＤＶＤの充実  

・啓発パンフレットや教材の開発  

・小・中学生用、高校生用の教材開発と情報提供  

消費生活センター 

教育指導課  

 

 

追補  教育教材のデジタル化 

デジタルの特性を生かし、消費者教育の教材を電子化し、子どもたちが消費生

活を身近に捉え、賢い消費者として行動できるよう努めます。 

事業例  所管課  

 

・市立学校の児童・生徒用の消費者教育教材のデジタル化による活

用促進  

 

消費生活センター 

教育指導課  

 

 

 

 

 

４ 
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（３）消費者団体・事業者団体等との連携  

行政の消費生活部門、教育機関や消費者団体だけでなく、事業者・事業者団体、

民間機関など、消費者教育等を担いうる多様な団体・機関と連携し、それぞれの得

意分野のノウハウを有効に活用していきます。  

事業例  所管課  

・商店会・商工会議所との連携による啓発と消費者教育の実施  

・大学との連携した消費者教育の実施  

・消費者団体等と連携した講座やイベントの開催  

消費生活センター 
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第３部 計画の推進 

 

１  計画の推進体制 
  

八王子市消費者教育推進計画の推進に向けて、八王子市消費生活センターが中心

となり、市役所内関係部署、国、東京都などの関係機関及び地域の関係機関などと

密接に連携した推進体制で取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校等 

市役所内 
関係部署 

国・東京都 

地域団体 

八王子市 

消費生活センター 

事業者・ 
生産者 

消費者市民 
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１  計画策定の経過 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八王子市消費者教育推進協議会設置要綱の制定（平成 28 年 4 月 1

日） 

 

八王子市消費生活審議会に諮問（平成 28 年 5 月 26 日） 

【第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進

計画のあり方について】 

八王子市消費生活審議会に諮問（平成 23 年６月８日） 

【八王子市消費生活基本計画のあり方について】 

 

八王子市消費生活審議会から答申（平成 28 年 11 月 21 日） 

【第２期八王子市消費生活基本計画及び八王子市消費者教育推進

計画のあり方について】 

第２期八王子市消費生活基本計画・八王子市消費者教育推進計画

（素案） 

パブリックコメント（平成 29 年 1 月 16 日～平成 29 年 2 月 15 日） 

第２期八王子市消費生活基本計画・八王子市消費者教育推進計画  

八王子市消費者教育推進協議会開催 

 

第１回（平成 28 年 ９月 15 日） 

第２回（平成 28 年 10 月 24 日） 
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２  八王子市消費者教育推進協議会設置要綱  

 （※本要綱は、会議の見直しにより、平成３１年４月１日付で「八王子市消費者教

育推進会議開催要綱」に改正した。） 

                  平成２８年４月１日決定 

 

（設置） 

第１条 八王子市（以下「市」という。）における消費者教育を推進するため、八王子市消

費者教育推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議す

る。 

⑴  市における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して協議会の委

員相互の情報の交換及び調整を行うこと。  

⑵ 消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１６人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 八王子市消費生活審議会（以下「審議会」という。）の委員  

⑵ 八王子市立小・中学校長 

⑶ 八王子市教育委員会事務局学校教育部統括指導主事 

⑷ 八王子市市民部長 

⑸ 八王子市市民部消費生活センター所長 

⑹ 前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、最初の任期は平成２９年６月

７日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、審議会の会長、副会長がその任にあたる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長が務める。 

３ 協議会は、協議会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した協議会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

５ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開することが適当でないと認める
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ときは、この限りでない。 

６ 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、協議会委員以外の者を会議に出

席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

７ 会長は、必要に応じて委員以外の者の会議への出席を求め、意見または説明を求める

ことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、市民部消費生活センターにおいて処理する。 

（委任） 

第８条 前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 
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追補 八王子市消費者教育推進会議開催要綱  

平成２８年４月１日施行 

 改正  平成３１年４月１日 

（趣旨） 

第１条 八王子市（以下「市」という。）における消費者教育について、参加者に意見又は助言

を求めるため、八王子市消費者教育推進会議（以下「会議」という。）を開催することに関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（意見を求める事項） 

第２条 会議において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。 

⑴ 市における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関すること  

⑵ 消費者教育推進計画の策定と改定、及び評価に関する事項 

⑶ 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認められる事項  

（参加者） 

第３条 会議は、参加者１６人以内とし、次に掲げる者で構成する。 

⑴ 八王子市消費生活審議会（以下「審議会」という。）の委員  

⑵ 八王子市立小・中学校長 

⑶ 八王子市教育委員会事務局学校教育部統括指導主事 

⑷ 八王子市市民部長 

⑸ 八王子市市民部消費生活センター所長 

⑹ 前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者 

（会議への参加期間） 

第４条 会議への参加を依頼する期間は、２年以内とする。 

（座長） 

第５条 会議に座長を置き、座長は会議を進行する。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、市民部消費生活センターにおいて行う。 

（補足） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３５年３月３１日限り、その効力を失う。 
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３  八王子市消費者教育推進協議会 委員名簿 

 

■任期：平成 28 年 8 月 1 日～平成 2９年６月７日 

 
                                   ◎会長 ○副会長   （敬称略） 

氏 名 所 属  区 分 

◎和田 清美 
首都大学東京都市教養学部 
都市政策コース 教授 

八

王

子

市

消

費

生

活

審

議

会

委

員  

 

学識経験者  

 
○鈴木 麗加 

東京弁護士会多摩支部 
弁護士 

西島美奈子 市民委員 
 

消費者 

 

樋口 勝美 市民委員 

佐々木昭夫 市民委員 

北出 義則 八王子商工会議所 
 

事業者 

 
深沢 靖彦 八王子市商店会連合会 

今井 婉子 
八王子市民生委員児童委員協
議会  

その他の関係団体  

 

赤木 省三 
八王子市消費生活啓発推進委
員会 

栗本 正男 八王子市町会自治会連合会 

日浦 雅 八王子市立上壱分方小学校長 
八王子市立小・中学校長  

竹口 君夫 八王子市立第二中学校長  

木下 和彦 東京都立八王子東高等学校長 東京都立高等学校長  

斉藤 郁央 
八王子市教育委員会事務局学

校教育部統括指導主事 

八 王 子 市 教 育 委 員 会 事 務 局

学校教育部統括指導主事  

原田 親一 八王子市市民部長 八王子市市民部長  

大日向由紀子 
八王子市市民部消費生活セン

ター所長 

八王子市市民部消費生活セン

ター所長 
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追補  八王子市消費者教育推進会議 名簿 

 

消費者教育推進計画の追補を検討するにあたり、八王子市消費者教育推進会議を

2 回開催し、意見をいただきました。 

 

■任期：令和３年６月８日～令和５年６月７日 
◎会長 ○副会長   （敬称略） 

氏 名 所 属  区 分 

◎朝日 ちさと 
東京都立大学都市環境学部 
教授 

八

王

子

市

消

費

生

活

審

議

会

委

員  

 

学識経験者  

 
○渡邊 隆 

東京弁護士会多摩支部 
弁護士 

佐久間 志緒里 市民委員 
 

消費者 

 

中根 悠貴 市民委員 

吉井 悠祐 市民委員 

長谷川 薫 八王子商工会議所 
 

事業者 

 
清水 栄 八王子市商店会連合会 

百瀨 幸夫 
八王子市民生委員児童委員協
議会  

その他の関係団体  

 

赤木 省三 
八王子市消費生活啓発推進委
員会 

野崎 忠行 八王子市町会自治会連合会 

中野 智彦 八王子市立陶鎔小学校長 
八王子市立小・中学校長  

竹口 君夫 八王子市立椚田中学校長  

永森 比人美 
東京都立南多摩中等教育学校

統括校長 
東京都立高等学校長  

北川 大樹 
八王子市教育委員会事務局学

校教育部統括指導主事 

八 王 子 市 教 育 委 員 会 事 務 局

学校教育部統括指導主事  

平野 三津雄 八王子市市民部長 八王子市市民部長  

橋本 光太郎 
八王子市市民部消費生活セン

ター所長 

八王子市市民部消費生活セン

ター所長 
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 ４ 消費者教育推進法（抜粋） 

 

 
 

（定義）  

第二条  この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行わ

れる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画するこ

との重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓

発活動をいう。  

２  この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び

消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将

来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであ

ることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。 

 
（基本理念）  

第三条  消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付

けることができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。  

２  消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市

民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的

に支援することを旨として行われなければならない。  

３  消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるととも

に、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなけれ

ばならない。  

４  消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な

方法により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携

及び他の消費者政策との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければなら

ない。  

５  消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって

内外の社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点

に立った情報を提供することを旨として行われなければならない。  

６  消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動すること

ができるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨

として行われなければならない。  

７  消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育

その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、

必要な配慮がなされなければならない。 
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５  「消費者教育の体系のイメージマップ」 
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６ アンケート調査結果概要 

 

消費者教育の実施状況や消費生活問題のニーズ等について伺い、「第２期消費生活

基本計画」及び「八王子市消費者教育推進計画」検討の際の基礎資料とするために、

事前に調査を実施しました。  

 

＜調査概要＞ 

調査名 調査対象 

学校調査 

【調査対象】市内の小学校、中学校、高等学校 

【調査方法】アンケート票を学校へ配付、自記式 

【回収結果】135／147 校（91.8％） 

大学生調査 

【調査対象】市内の大学に通う大学生 

【調査方法】アンケート票を大学構内にて配布・回収 自記式 

【回収結果】417/574 人（72.6％） 

※小中、中高一貫校は一校とせず、該当する小学校、中学校、高等学校それぞれを対象として実施して

います。 

 

学校調査結果概要 

 

（１）学校内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校内訳は、「小学校」が49.6％、「中学校」が35.6％、「高等学校」が14.8％となっ

ています。  

 

  

n = (135)

小学校

49.6%中学校

35.6%

高等学校

14.8%
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（２）消費者教育に関する指導教科・領域（複数回答） 

 

【小学校】 【中学校】 【高等学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者教育に関する指導を行っている教科・領域は、家庭科が８割以上と多くなってい

ます。小学校、中学校では「社会科」も５割以上となっています。また、「行っていない」

という学校はいずれもありません。 

 

 

 

（３）消費者教育に関する指導の対象（複数回答） 

 

 

【小学校】 【中学校】 【高等学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者教育に関する指導を行っている対象は、小学校では「５年生」以上（７割台）、中

学校では「３年生」（79.2％）、高等学校では「１年生」（63.2％）が最も多くなっていま

す。  

 

 

n=(20)  

家庭科

現代社会

ＬＨＲ及び特別活動

総合的な学習
の時間

ＰＴＡ、授業外の活動

その他

行っていない

　無回答

85.0

25.0

20.0

10.0

-

5.0

-

5.0

0 20 40 60 80 100
(%)

n=(48)  

家庭科

社会科

特別活動

総合的な学習
の時間

道徳

ＰＴＡ、授業外
の活動

その他

行っていない

93.8

64.6

10.4

8.3

4.2

4.2

2.1

-

0 20 40 60 80 100
(%)

n=(67)  

家庭科

社会科（生活科）

総合的な学習
の時間

道徳

特別活動

その他

行っていない

92.5

52.2

20.9

7.5

6.0

3.0

-

0 20 40 60 80 100
(%)

n=(67)  

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

　無回答

4.5

4.5

14.9

17.9

76.1

71.6

14.9

0 20 40 60 80 100
(%)

n=(19)  

高校１年生

高校２年生

高校３年生

高校４年生
（定時制等 ）

　無回答

63.2

36.8

36.8

10.5

10.5

0 20 40 60 80 100
(%)

n=(48)  

中学１年生

中学２年生

中学３年生

　無回答

43.8

66.7

79.2

4.2

0 20 40 60 80 100
(%)
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（４）消費者教育実施回数（年間／全学年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年間の消費者教育実施回数（全学年の合計回数）は、「１～５回」が51.1％と多くな

っています。  

 

 

（５）教科・領域以外の消費者教育に関する取り組み（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科・領域以外の消費者教育に関する取り組みは、「学内へのポスター等の掲示」が

54.1％で特に多くなっています。一方、「取り組みは行っていない」も25.2％となってい

ます。  

 

  

51.1 20.7 9.6
3.0

3.7
11.9

ｎ

(135)

(%)

１
～

５

回

５
～

1

0

回

1

1
～

1

5

回

1

6
～

2

0

回

2

1

回

以

上

　

無

回

答

n=(135)  

学内へのポスター等の掲示

保護者への情報提供

刊行物の作成・配布

校内放送による注意喚起・情報提供

シンポジウム・セミナー等の開催

その他

取り組みは行っていない

　無回答

54.1

17.0

10.4

3.0

2.2

3.7

25.2

8.1

0 10 20 30 40 50 60 (%)
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（６）外部講座等の利用状況（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者教育を行う際に外部講座等を「利用したことがない」が79.3％と多くなっていま

す。利用状況は、「民間企業や各種団体が実施している講座」が13.3％となっています。 

 

 

（７）講座等を知ったきっかけ（複数回答） 

※講座等の利用経験があると回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

講座等を知ったきっかけは、「同僚、知人等に聞いた」が44.4％で最も多く、次いで、「消費

生活センターから情報を得た」（29.6％）、「インターネットなどを用いて、自分で調べた」

（25.9％）が２割台となっています。 

 

学校別にみると、小学校では「同僚、知人等に聞いた」が多くなっています。  

学校別 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(135)  

民間企業や各種団体が実施している
講座を利用したことがある

八王子市の消費生活センター以外の部署で
実施している講座を利用したことがある

八王子市の消費生活センターで行っている
講座を利用したことがある

利用したことがない

　無回答

13.3

5.9

2.2

79.3

0.7

0 20 40 60 80 100 (%)

n=(27)  

同僚、知人等に聞いた

消費生活センターから情報を得た

インターネットなどを用いて、自分で調べた

その他

44.4

29.6

25.9

14.8

0 10 20 30 40 50 (%)

ｎ

□同僚、知人等に聞いた □消費生活センターから
情報を得た

□インターネットなどを用
いて、自分で調べた

全体 (27)

小学校 (11)

中学・高校 (16)

44.4

72.7

25.0

0 40 80 (%)

29.6

18.2

37.5

0 40 80 (%)

25.9

9.1

37.5

0 40 80 (%)
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（８）講座等の感想（複数回答） 

※講座等の利用経験があると回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施した講座等の内容の感想は、「テーマとなった題材の仕組みなどがよく理解できる内

容だった」が63.0％で最も多く、次いで、「体験等に基づいた、真に迫った話だった」が

40.7％となっています。  

 

 

（９）講座等を利用しなかった理由（複数回答） 

※講座等を利用したことがないと回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座等を利用しなかった理由は、「講座に関する情報がなく、よく知らなかった」が

62.6％で最も多く、次いで、「授業実施の決定から、実際に授業を行うまでの期間が短く、

外部に依頼するなどの手続きを行う時間がなかった」が33.6％となっています。 

 

講師への謝礼等、コストがかかった

その他

n=(27)  

テーマとなった題材の仕組みなどがよく理解できる内容だった

体験等に基づいた、真に迫った話だった

難しいテーマを、わかりやすく伝えていた

話が面白く、聴いている人を引きつけていた

寸劇を取り入れる、歌を歌う等、伝え方の工夫がされていた

講師の話が、話してほしいと期待していた内容、目的とずれてしまった

話が長すぎるなどが原因で、退屈してしまった

説明が難しすぎ、よく理解できなかった

63.0

40.7

25.9

25.9

18.5

7.4

-

-

-

-

0 20 40 60 80(%)

n=(107)  

講座に関する情報がなく、よく知らなかった

授業実施の決定から、実際に授業を行うまでの期間が短く、
外部に依頼するなどの手続きを行う時間がなかった

実施したい授業の内容と、各主体が実施している
講座の内容が合わなかった

講師の日程が合わず、実施できなかった

十分な消費者教育が実施できており、必要がなかった

内容を考えたときに、各主体で実施する講座の質が
十分とは思えなかった

その他

62.6

33.6

16.8

7.5

4.7

-

9.3

0 20 40 60 80
(%)
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（10）消費者教育推進の課題（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者教育を推進するにあたって課題となっていることは、「活用できる教材が少ない」

（37.0％）をはじめ、「他の優先課題があり取り組めない」（34.8％）、「指導者や講師と

なる人材の情報が得られない」（32.6％）、「教員のスキルアップを図る研修などの機会が

少ない」（31.1％）が３割台で続いています。 

 

 

（11）学校での消費者教育に必要なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校において消費者教育を推進するために必要だと思うことは、「実践事例の紹介」

（74.1％）と「児童・生徒向け教材の配布・作成」（59.3％）が多くなっています。  

 

  

予算がない

その他

特にない

　無回答

n=(135)  

活用できる教材が少ない

他の優先課題があり取り組めない

指導者や講師となる人材の情報が得られない

教員のスキルアップを図る研修などの機会が少ない

どのような取り組みをすればよいかわからない

37.0

34.8

32.6

31.1

17.0

11.1

6.7

8.1

2.2

0 10 20 30 40 (%)

n=(135)  

実践事例の紹介

児童・生徒向け教材の配布・作成

消費者被害の最新情報の定期的な提供

教育に対する研修

学校での消費者教育について、消費者団体や
事業者団体と意見交換を行う機会の提供

その他

　無回答

74.1

59.3

34.1

23.7

5.2

5.9

0.7

0 20 40 60 80
(%)
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学校別にみても「実践事例の紹介」、「児童・生徒向け教材の配布・作成」が６割近くか

ら７割台と多くなっていますが、中学・高等学校では「消費者被害の最新情報の定期的な

提供」（50.0％）も多くなっています。  

 

学校別（上位４項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）授業等で活用しやすい教材（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業等で活用しやすい、または効果があると思われる教材は、「DVD等映像の教材」が

86.7％で特に多くなっています。次いで、「パソコンを活用した教材」が40.0％、「紙媒

体（チラシ、ワークシート等）による教材」とが39.3％となっています。  

  

ｎ

□実践事例の紹介 □児童・生徒向け教材の
配布・作成

□消費者被害の最新情
報の定期的な提供

□教育に対する研修

全体 (135)

小学校 (67)

中学・高校 (68)

74.1

77.6

70.6

0 40 80 (%)

59.3

59.7

58.8

0 40 80 (%)

34.1

17.9

50.0

0 40 80 (%)

23.7

29.9

17.6

0 40 80 (%)

n=(135)  

ＤＶＤ等映像の教材

パソコンを活用した教材

紙媒体（チラシ、ワークシート等）による教材

ボードゲーム等グループで使える教材

ロールプレイングの事例集

その他

　無回答

86.7

40.0

39.3

30.4

29.6

-

1.5

0 20 40 60 80 100 (%)
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（13）教材で希望するテーマ（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者問題に関する教材で希望するテーマは、「携帯電話・スマートフォン・インターネ

ットに関するトラブル」が77.8％で最も多く、次いで、「お金について（お金の大切さ、

役割等）」が57.0％、「食品や製品の安全と表示について」が45.9％、「悪質商法」が29.6％

となっています。  

 

学校別でも「携帯電話・スマートフォン・インターネットに関するトラブル」はいずれ

も多くなっています。この他、小学校では「お金について（お金の大切さ、役割等）」や「食

品や製品の安全と表示について」、中学・高等学校では「悪質商法」が比較的多くなってい

ます。  

 

学校別（上位４項目） 

 

 

 

 

 

 

 

n=(135)  

携帯電話・スマートフォン・インターネットに
関するトラブル

お金について（お金の大切さ、役割等）

食品や製品の安全と表示について

金融商品・投資に関するトラブル

消費生活に関する法律と行政の
役割等について

その他

　無回答

悪質商法

クレジットカード等の仕組みについて

クーリング・オフ制度等

振り込め詐欺や投資詐欺等

契約とはなにか

多重債務・家計管理

77.8

57.0

45.9

29.6

14.8

13.3

9.6

7.4

7.4

5.9

5.9

0.7

1.5

0 20 40 60 80 100
(%)

ｎ

□携帯電話・スマートフォ
ン・インターネットに関
するトラブル

□お金について（お金の
大切さ、役割等）

□食品や製品の安全と表
示について

□悪質商法

全体 (135)

小学校 (67)

中学・高校 (68)

77.8

82.1

73.5

0 50 100 (%)

57.0

83.6

30.9

0 50 100 (%)

45.9

61.2

30.9

0 50 100 (%)

29.6

16.4

42.6

0 50 100 (%)
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（14）施策要望（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者問題に対する施策要望としては、「消費者教育・啓発の充実」（62.2％）が最も多

くなっています。これに「悪質事業者の取締の強化」（48.1％）、「消費者被害に関する迅

速な情報提供の充実」（43.0％）、「消費者生活相談窓口の更なる周知」（35.6％）が続い

ています。  

 

学校別でも大きな違いはありませんが、中学・高等学校では「悪質事業者の取締の強化」

や「消費者被害に関する迅速な情報提供の充実」も比較的多くなっています。  

 

学校別（上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

消費者被害に関する迅速な情報提供の充実

消費者生活相談窓口の更なる周知

消費者生活相談体制の充実

製品・サービスの事故情報、リコール情報
などの提供の充実

製品・サービスの安全確保に向けた
対策の充実

その他

n=(135)  

消費者教育・啓発の充実

悪質事業者の取締の強化

わからない

　無回答

62.2

48.1

43.0

35.6

23.0

17.8

16.3

0.7

3.0

5.9

0 20 40 60 80
(%)

ｎ

□ 消費者教育・啓発の充
実

□ 悪質事業者の取締の強
化

□ 消費者被害に関する迅
速な情報提供の充実

□ 消費者生活相談窓口の
更なる周知

□ 消費者生活相談体制の
充実

全体 (135)

小学校 (67)

中学・高校 (68)

62.2

64.2

60.3

0 40 80 (%)

48.1

41.8

54.4

0 40 80 (%)

43.0

37.3

48.5

0 40 80 (%)

35.6

34.3

36.8

0 40 80 (%)

23.0

17.9

27.9

0 40 80
(%)
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大学生調査結果概要 

 

（１）回答者の属性 

 

【居住地】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 【年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の属性としては、八王子市内在住（39.1％）の男性（59.5％）、年齢は「19歳」

（33.8％）、「20歳」（30.0％）で「大学２年生」（40.3％）が中心となっています。  

  

n = (417)

男性

59.5%

女性

39.3%

無回答

1.2%

24.7 40.3 24.7 9.4

-

1.0

ｎ

(417)

(%)

大

学

１

年

生

大

学

２

年

生

大

学

３

年

生

大

学

４

年

生

大

学

院

生

　

無

回

答

17.3 33.8 30.0 12.7 5.3

-

1.0

ｎ

(417)

(%)

1

8

歳

1

9

歳

2

0

歳

2

1

歳

2

2
～

2

5

歳

2

6

歳

以

上

　

無

回

答

39.1 13.7 13.9 13.4

2.2

16.1

0.5

1.2

ｎ

(417)

(%)

八
王

子
市
内

東
京

都
内
の

他
の

市

町
村

東
京

2
3
区

内

神
奈

川
県
内

山
梨

県
内

埼
玉

・
千
葉

県
内

そ
の

他

　
無

回
答
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（２）関心のある消費生活問題（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関心のある消費生活問題は、「食品の安全性について」（57.8％）と「インターネット・

スマートフォン（携帯電話を含む）等通信に関するトラブルについて」（51.6％）が５割

台で多くなっています。  

 

 

（３）消費生活問題に関心がない理由（複数回答） 

※消費生活問題には関心がないと回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活問題に関心がない理由は、「いままでに学んだり考えたりする機会がなかった

から」が28.6％で最も多く、次いで、「自分にとって身近な問題ではないと思うから」、「難

しそうだから」が23.8％となっています。  

振り込め詐欺や架空・不当請求などの
特殊詐欺について

消費者金融やクレジット等による
多重債務について

その他

消費者生活問題には関心がない

　無回答

n=(417)  

食品の安全性について

インターネット・スマートフォン（携帯電話を含む）等
通信に関するトラブルについて

悪質商法の手口・対策について

製品の欠陥や施設・設備の不具合等
による事故について

生活設計・家計管理について

57.8

51.6

25.7

24.2

23.5

18.2

11.8

0.2

5.0

0.5

0 20 40 60 80
(%)

その他

　無回答

n=(21)  

いままでに学んだり考えたりする機会がなかったから

自分にとって身近な問題ではないと思うから

難しそうだから

自分がトラブルに遭うことはないと思うから

28.6

23.8

23.8

9.5

14.3

9.5

0 10 20 30 (%)
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（４）この１年間に訪問販売（訪問勧誘）を受けた経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に訪問販売（訪問勧誘）を受けた経験がある人は13.9％、ない人は78.2％

となっています。  

 

 

（５）訪問販売（訪問勧誘）を受けたときの対応 

※訪問販売（訪問勧誘）を受けたことがあると回答した人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問販売（訪問勧誘）を受けたときの対応は、「話を聞いて断った」が48.3％、「話を聞

かずに断った」が36.2％で《断った》は84.5％となっています。一方、「購入（契約）を

した」は12.1％となっています。  

 

n = (417)

ある

13.9%

ない

78.2%

わからない

7.2%

無回答

0.7%

12.1 48.3 36.2

1.7

1.7

ｎ

(58)

(%)

購
入
（

契
約
）

を

し

た 話
を

聞
い
て

断
っ

た

話
を

聞
か
ず

に
断
っ

た そ
の

他

　
無

回
答

《断った》 
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（６）この１年間のインターネットを使った購入経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間のインターネットを使った商品、サービス、デジタルコンテンツ等の購入経

験のある人は80.6％と多くなっています。  

 

 

（７）この１年間の消費生活トラブル（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に購入した商品や利用したサービスでは「トラブルに遭わなかった」が

86.1％と多くなっています。何らかの消費生活トラブルに遭った人は全体として12.2％

となっています。  

n=(417)  

商品やサービスの内容

架空・不当請求

商品やサービスの価格

商品やサービスの安全性

商品やサービスの販売方法

食品の安全性

解約・中途解約

その他

トラブルに遭わなかった

　無回答

5.0

3.8

2.4

1.7

1.4

1.2

1.0

0.7

86.1

1.7

0 20 40 60 80 100 (%)

n = (417)

ある

80.6%

ない

17.3%

無回答

2.2%
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（８）トラブルの原因となった販売形態（複数回答） 

※何らかの消費生活トラブルに遭ったと回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活トラブルの原因となった商品やサービスの販売形態は、「通信販売（カタログ、テ

レビ、インターネット等で購入した）」が41.2％で最も多く、次いで「店舗販売」が27.5％

となっています。 

 

 

（９）トラブルの相談状況（複数回答） 

※何らかの消費生活トラブルに遭ったと回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活トラブルに遭った後、「何もしなかった」人が39.2％と多くなっています。誰

かに相談したり、自分で調べたりした中では、「友人・知人に相談した」が21.6％で最も

多くなっています。  

ヘルパーなど福祉関係者に相談した

その他

何もしなかった

商品・サービスの提供元であるメーカーなどの
事業者に相談した

インターネット等で自分で調べた

弁護士等の専門家に相談した

東京都や八王子市の消費生活センター
（消費生活相談窓口）に相談した

警察に相談した

民生委員・児童委員など地域の人に相談した

n=(51)  

友人・知人に相談した

商品・サービスの購入先に相談した

家族に相談した

21.6

15.7

15.7

13.7

13.7

2.0

-

-

-

-

-

39.2

0 10 20 30 40 50
(%)

n=(51)  

通信販売

店舗販売

電話勧誘販売

訪問販売

キャッチセールス

アポイントメントセールス

その他

わからない

　無回答

41.2

27.5

13.7

7.8

3.9

-

7.8

5.9

2.0

0 10 20 30 40 50 (%)
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（10）何もしなかった理由（複数回答） 

※消費生活トラブルに遭った後、何もしなかったと回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活トラブルに遭った後、何もしなかった理由は、「大した被害ではないと思ったか

ら」、「相談するのが面倒だったから」が40.0％となっています。  

 

 

（11）消費生活相談窓口の認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都消費生活センター（東京都消費生活総合センター）や八王子市消費生活センター

を「知っている」は１割未満となっています。「内容までは知らないが、名前は知っている」

をあわせた《知っている》では、東京都消費生活センター（東京都消費生活総合センター）

が23.5％、八王子市消費生活センターが17.3％となっています。 

その他

自分にも責任があると思ったから

自分で解決できると思ったから

どうしたらよいかわからなかったから

忙しくて時間がなかったから

相談したり、調べたりしても解決しないと思ったから

相談するのが恥ずかしかったから

n=(20)  

大した被害ではないと思ったから

相談するのが面倒だったから

40.0

40.0

20.0

20.0

15.0

15.0

-

-

10.0

0 10 20 30 40 50 (%)

n = (417)

東京都消費生活センター

八王子市消費生活センター 4.1 13.2 81.1 1.7

(%)
7.7 15.8 75.3 1.2

知
っ

て
い
る

内
容

ま
で
は

知
ら

な

い
が
、

名
前

は
知
っ

て
い

る

知
ら

な
い

　
無

回
答

《知っている》 
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（12）消費生活センター等を知ったきっかけ（複数回答） 

※東京都、あるいは八王子市の消費生活センターを《知っている》と回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活センター等を知ったきっかけは、「学校で教わった」が31.4％で最も多くなって

います。 

 

 

（13）消費生活トラブルに遭わないために必要なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活トラブルに遭わないために必要なことは、「消費者自身が知識を身に付けて、ト

ラブルに遭わないように注意する」が78.2％で最も多く、次いで、「悪質事業者を厳しく

取り締まる」が43.9％となっています。   

n=(417)  

地域の日常的な交流により見守る

事業者が、従業員向けの消費者教育を
強化する

その他

　無回答

消費者自身が知識を身に付けて、
トラブルに遭わないように注意する

悪質事業者を厳しく取り締まる

学校での消費者教育を強化する

都や八王子市が消費生活上のトラブルに
関する情報を提供する

事業者が、品質や契約内容などについて、
わかりやすく説明（表示）する

事業者が、商品・サービスの表示や
広告についてのルールを守る

78.2

43.9

27.6

24.7

23.7

17.7

6.0

5.0

1.0

3.4

0 20 40 60 80 100
(%)

民生委員・児童委員などの地域の人から聞いた

相談した経験があった

その他

わからない

　無回答

テレビ、新聞等で知った

東京都や八王子市の広報紙

家族・知人から聞いた

東京都や八王子市のポスター、リーフレット、チラシ

東京都や八王子市のホームページ

ヘルパーなどの福祉関係者から聞いた

n=(105)  

学校で教わった 31.4

19.0

13.3

8.6

6.7

5.7

-

-

-

4.8

9.5

15.2

0 10 20 30 40 (%)
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（14）消費者教育（啓発を含む）を受けた経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに消費者教育（啓発を含む）を受けたことがある人は42.2％、ない人は33.3％

となっています。  

 

 

（15）受けたことのある消費者教育（複数回答） 

※消費者教育（啓発を含む）を受けたことがあると回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けたことのある消費者教育の内容は、「悪質商法の手口と対処方法」（84.7％）と「携

帯電話・スマートフォン、インターネットの注意点」（69.9％）が多くなっています。  

消費者トラブルに遭った際の相談窓口

お金の使い方・家計管理・生活設計

環境に配慮した消費生活

その他

わからない

n=(176)  

悪質商法の手口と対処方法

携帯電話・スマートフォン、インターネットの注意点

契約の基礎知識

安全・安心な商品の選び方

クレジットカードや電子マネーなどの決済について

84.7

69.9

34.1

31.8

30.7

26.1

18.2

16.5

-

-

0 20 40 60 80 100(%)

n = (417)

ある

42.2%

ない

33.3%

わからない

23.7%

無回答

0.7%
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（16）消費者教育を受けた機会（複数回答） 

※消費者教育（啓発を含む）を受けたことがあると回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者教育を受けた機会は、「小中学校、高等学校の授業」が80.7％と特に多く、次い

で、「小中学校、高等学校の課外授業・特別授業・見学など」が42.6％となっています。 

 

 

（17）消費者教育を行う場として重要なもの（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者教育を行う場として重要なものは、「小中学校、高等学校」が80.1％と特に多く、

次いで、「家庭」が45.3％、「大学」が33.1％となっています。  

n=(417)  

小中学校、高等学校

家庭

大学

地域

職場

東京都や八王子市消費生活センター等

その他

特に消費者教育は必要ない

わからない

　無回答

80.1

45.3

33.1

22.8

22.3

7.0

0.7

0.2

2.2

2.2

0 20 40 60 80 100 (%)

教材やインターネット等を使って自分で学んだ

東京都や八王子市が実施する消費生活講座・イベント等

地域で実施する講座・イベント等

その他

わからない

n=(176)  

小中学校、高等学校の授業

小中学校、高等学校の課外授業・特別授業・見学など

大学のオリエンテーション等

アルバイト先での研修・講習会等

80.7

42.6

11.4

4.0

4.0

0.6

0.6

1.7

-

0 20 40 60 80 100(%)
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（18）地域等における消費者教育活動への関心 

 

《関心がある》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域等における消費者教育活動への関心としては、「既に地域等で消費者教育活動を行

ったことがある」は1.4％にとどまっていますが、消費者教育活動に関心があって参加し

てみたい人、関心はあるが未参加の人をあわせた《関心がある》は39.1％となっています。  

一方、「消費者教育活動に関心がない」は23.3％となっています。 

 

 

（19）市に力を入れてほしい取り組み（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者問題に対する取り組みとして、八王子市に力を入れてほしいものは、「悪質事業者

の取締の強化」が46.3％で最も多く、次いで、「消費者教育・啓発の充実」（31.4％）、「消

費者被害に関する迅速な情報提供の充実」（28.8％）が３割前後で続いています。  

  

わからない

　無回答

消費者被害に関する迅速な情報提供の充実

消費者生活相談窓口の更なる周知

製品・サービスの事故情報、リコール情報などの提供の充実

消費者生活相談体制の充実

製品・サービスの安全確保に向けた対策の充実

その他

n=(417)  

悪質事業者の取締の強化

消費者教育・啓発の充実

46.3

31.4

28.8

21.6

18.5

15.8

13.9

0.5

17.0

1.9

0 10 20 30 40 50 (%)

1.4

6.5 17.5 15.1 23.3 11.5

0.5

22.5 1.7

ｎ

(417)

(%)

既

に

地

域

等

で

消
費

者

教

育

活

動

を

行
っ

た
こ

と

が

あ

る

消

費

者

教

育

活

動
に

関

心

が

あ

る

の

で
、

活
動

に

参

加

し

て

み

た

い

消

費

者

教

育

活

動
に

関

心

が

あ

る

が
、

時

間
が

な

い

の

で

活

動

で

き

な
い

消

費

者

教

育

活

動
に

関

心

が

あ

る

が
、

ど

う
し

て

い

い

か

わ

か

ら

な

い

消

費

者

教

育

活

動
に

関

心

が

な

い

他

の

優

先

課

題

が
あ

り

取

り

組

め

な

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答
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７  用語解説 

 

 

 

消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自ら

の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢

及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能

な社会の形成に積極的に参画する社会をいいます。（消費者教育推進法第２条第

２項） 

 

 

 

 

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消費者が主体的

に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深め

るための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいいます。（消費者教育推進

法第２条）  

 

 

 

障害者の作った製品、寄付付き商品、フェアトレード商品、エコ商品、リサイクル

製品の購入など、消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮した

り、そうした課題に取り組む事業者を応援したりしながら消費活動を行うことで

す。 

（出典 消費者庁「倫理的消費」調査研究会  中間とりまとめ～あなたの消費が世界

の未来を変える～）  

 

 

 

Sustainable Development Goals の略 

SDGｓ（持続可能な開発目標）は、2015 年９月の国連サミットで加盟国の全会

一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、

2030 年までに持続可能でよりよい世界をめざす 17 の国際目標です。  

 

*３「倫理的（エシカル）消費」 

*1「消費者市民社会」 

*２「消費者教育」 

*４「ＳＤＧｓ」 
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